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8 資料 

8-1 武蔵野市の空き家の状況（住宅･土地統計調査より） 

平成 30 年住宅･土地統計調査（総務省統計局）における本市の空き家総数は、9,080 戸であ

り、そのうち一戸建が 810 戸、長屋建・共同住宅・その他が 8,270 戸となっている。 

また、空き家率は平成 25 年以降、減少傾向にあり、平成 30 年からは全国水準を下回って

おり、東京都水準とほぼ同等である。 

本市の人口及び世帯数をみると、人口、世帯数ともに平成 17 年から令和 2年にかけて増加

傾向を示している。 

 

 

 

 

■武蔵野市の空き家数（住宅･土地統計調査） 

■武蔵野市の空き家率の推移 

（戸）

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造

二次的住宅 360 90 90 ー 270 100 170
賃貸用の住宅 6,930 50 50 ー 6,880 1,850 5,030
売却用の住宅 260 0 ー ー 260 ー 260
その他の住宅 1,530 670 630 40 860 250 610
空家総数 9,080 810 770 40 8,270 2,200 6,070
1　摘要表中に使用されている記号等は次のとおりとする。

　　「-」は調査又は集計したが該当数字がないもの、又は数字が得られないものを示す。

2　表の数値は、十の位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。

3　二次的住宅とは、別荘など、普段は住んでいない又はたまに寝泊まりする人がいる住宅をいう。

4　その他の住宅とは、長期にわたって使用されていない住宅や取り壊す予定の住宅などをいう。

出典：平成30年住宅・土地統計調査

総数
一戸建 長屋建・共同住宅・その他

空家の種類



100 

 

 

 

■武蔵野市、東京、全国の空家率の推移 

■武蔵野市の人口・世帯・住宅総数の推移 
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8-2 現地調査方法 

(1)1 巡目調査 

1 巡目調査では、空家等判定項目（P4）を参考に居住の有無を判断し、空家等と思われる場

合は、携行している地図に記入し、2 巡目調査対象とした。 

また、居住している場合でも、「老朽危険度判定基準（詳細）」（P7）の（ア）～（オ）のう

ち、いずれかが C判定、D 判定相当となっている住宅のほか、（カ）～（ス）のいずれかに該

当する住宅を管理不全居住住宅候補として地図へ記入し、2 巡目調査対象とした。 

調査期間は下記のとおりである。 

調査期間：令和 5年 7月 18 日～令和 5 年 7 月 21 日 

なお、調査は武蔵野市全域が調査範囲になることから移動には自転車を使用した。 

また、下記の点に注意して調査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民に声をかけられたときの対応方法は下記のように行うものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私有地には絶対に入らない。（道路からの調査） 

・移動や調査の際には、道路交通法を遵守し、車、バイク、自転車、歩行者等の通行の妨げに

ならないよう配慮する。 

・個人所有の自転車、バイク、車の使用禁止。 

・調査中に住民、通行人から何か聞かれた場合は、指示したとおり丁寧に説明すること。 

・喫煙は可能と定められた場所で行い、歩き煙草、ゴミのポイ捨てなどは厳禁とする。 

・調査時は身分証、腕章、緊急連絡表、調査用地図、市民への周知用チラシを必ず携帯し、紛

失しないよう厳重な管理をする。 

・調査時の体調不良はすぐに申し出ること。

住民に声をかけられた際は、丁寧に対応する。 

調査内容等をたずねられた際は、以下のように返答する。また、必要があれば武蔵野市発行

の身分証を提示する。 

住 民：「なにをしているのですか？」「あなたは誰ですか？」 

調査員：「武蔵野市内に存在する建物の状態を確認する調査を行っています。この調査は武蔵

野市住宅対策課が実施しているもので、私たちは、この仕事を武蔵野市から委託さ

れている会社の従業員です。」 

住 民：「調査会社は、なにをする会社ですか？」 

調査員：「測量や調査を主としている会社で、自治体からの委託を受けて地図等を作製してい

ます。」 

住 民：「なんの写真を撮っているのか？」 

調査員：「武蔵野市内に存在する建物の状態を確認するとともに、その建物の管理状態を把握

するための基礎資料として、建物の外観の写真を撮らせていただいております。」 

住民の方が納得されない場合は、「責任者からお話をしますので、少々お待ち下さい」

と断りをしてから、管理技術者等に連絡をする。 

■住民対応について 

■現地調査時の注意事項 
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調査は地図を用い、調査範囲内から抽出した建物を対象とし外観目視にて、空家等候補及

び管理不全居住住宅候補の抽出を行った。空家等候補の居住の有無の判定については、空家

等判定項目（P4）を確認し、総合的に判断した。 

住宅地図への入力方法は、下記の「地図への入力方法」のとおりとした。 

机上調査により抽出された調査対象ではないが、現地調査時に空家候補や管理不全居住住

宅候補を発見した場合は、1 巡目調査対象に加え調査を行った。 

 

■地図への記入方法 

項目 内容 

空家等候補 赤○ 

管理不全居住住宅候補 青○ 

対象外 
✓（チェック） 

※無壁舎、カーポート、居住有り、調査対象外建物など 

調査不可能 
×（赤バツ） 

※私道・私有地に入らないと確認できないなど 

滅失 ×（黒バツ） 

現場調査時に発見した空

家等、管理不全居住住宅

候補 

黒の縁取りをし、上記と同じルールで記入 

 

※記入例 

  

✓ 

✓

✓ 

○ 

○ 

○
○ 

×

×

○ 

○ 

○ 
○ 
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■現地調査フロー 

 

 

 

 

  

身分証

腕章

服装は作業着
を着用する。

地図、緊急連絡表等

現地集合（8:45） 

・身分証 

（市発行、受注者発行） 

・腕章 

・地図 

・筆記用具 

・緊急連絡表 

・市民への周知用チラシ 

・マスク 

調査場所到着

調査（昼休憩 12～13 時の 1時間） 

調査終了 

腕章を外す 

報告（17:00） 

終了（17:00） 

・安全確認（危険予知活動）

・現地確認 

・持ち物確認 

・身分証、腕章を着用 

※各自実施する。 
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 【市発行】       【受注者発行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腕章 身分証明書（サンプル） 

■現  場 

 

■受注者：大同情報技術株式会社 

■発注者 

武蔵野市 都市整備部 住宅対策課 

 

■緊急連絡表 

入力用タブレット 調査用図面 

■調査携行品（一部） 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

武蔵野赤十字病院 
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(2)2 巡目調査 

2 巡目調査は、1 巡目調査で空家等候補及び管理不全居住住宅候補とした建物のデータを

GIS（地理情報システム）データとしてとりまとめ、調査用図面を作成した。 

また、老朽度の詳細調査は専用の現地調査ツールを作成し、タブレット端末を利用して実

施した。 

 

調査期間：令和 5年 7月 31 日～令和 5 年 8 月 4 日 

 

(3)調査方法 

1 巡目調査で空家等候補及び管理不全居住住宅候補とした建物に、現時点で武蔵野市が把

握している空家等を加えたものを対象として行った。 

2 巡目調査は、空家判定と老朽危険度（管理不全）の詳細調査を行い、空家等と判定された

建物については、アンケート調査の対象とした。 

空家等の判定基準は、空家等判定項目（P5）に基づき総合的に判定を行った。 

老朽危険度（管理不全）の判定基準は、「老朽危険度判定基準（詳細）」（P7）に基づき判定

を行った。 

なお、調査フローや携行品については、1 巡目調査と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現地調査の進め方 

  

①調査用地図に記載されている建物の場所に行き、空家等（居住の有無）の判定を

行い、タブレット端末に入力する。 

・居住なし・管理不全居住住宅の場合 → ②へ進む 

・居住ありの場合 → 調査終了 

②老朽危険度の状況、主用途、主構造、階数、接道状況、駐車場・庭の状況につい

て確認を行い、タブレット端末に入力する。 

③対象建物の写真撮影を行う。 

・建物の外観全景写真を撮影する。 

・できるかぎり外部の破損箇所等老朽状況が明瞭にわかるよう撮影する。 

④調査を終了し、調査用地図で次の対象建物を確認し、その場所へ移動する。 

 以下、①～④の繰り返し。 
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8-3 所有者調査 

現地調査で空家等とした建物については、武蔵野市庁内 GIS のデータから地番を調査し、

その地番を基に課税情報から所有者の特定を行った。 

 

8-4 アンケート調査 

(1)アンケート概要 

本アンケートは、空家に関する施策の検討にあたっての基礎情報とするために、所有者へ

現状の維持･管理方法や困っていること、さらには今後の予定、利活用への意向等について、

郵送によるアンケート調査を行った。 

 

(2)アンケート調査期間 

アンケート調査期間は以下のとおりである。 

 

アンケート調査期間：令和 5 年 10 月 19 日～令和 5 年 11 月 30 日 

 

(3)アンケート内容 

郵送したアンケート調査票を次項に示す。 
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8-5 空家実態調査票の作成 

現地調査により、空家等と判断した建物については、現地調査結果、所有者調査結果につ

いて以下のような調査票を作成し取りまとめた。 

 

■空家実態調査票 
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8-6 空家等位置図の作成 

現地調査において空家等と判断した建物については、GIS（地理情報システム）データとし

てとりまとめた。 

保安上危険の恐れや衛生上問題のある空家等については、管理不全状況にある空家等とし

てとりまとめ、これらの GIS データをもとに、現地調査用の空家等位置図を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等位置図（例） 

 

 

 

 

 

 

管理不全状況にある空家等 

管理状況にある空家等 



 

 

令 和 5 年 度 

武 蔵 野 市 空 き 家 等 実 態 調 査 

報 告 書 ＜ 戸 建 編 ＞ 

令和 6年 3月 

発行・編集 

   武蔵野市都市整備部住宅対策課 
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         電話 0422-60-1976 


